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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光学ガラスからなる芯部と、該芯部を被覆する表面層と、を有するプレス成形用ガラス素
材であって、
前記表面層は、プレス成形時に成形型成形面と接触する最表層および該最表層と隣接する
中間層を含み、
前記最表層は、三液法によって測定される表面自由エネルギーが７５ｍＪ／ｍ2以下であ
って膜厚１５ｎｍ未満の珪素酸化物膜であり、
前記中間層は、化学量論組成に基づく珪素酸化物との結合半径差が０．１０Å超の膜材か
らなる膜であり、ただし前記結合半径差が０．１０超Åかつ０．４０Å以下の場合、その
膜厚は５ｎｍ以下であることを特徴とするプレス成形用ガラス素材。
【請求項２】
前記中間層は、ジルコニウム、ビスマス、イットリウム、ランタノイド、亜鉛、またはチ
タンの酸化物膜であり、ただし中間層が亜鉛酸化物膜およびチタン酸化物膜である場合、
その膜厚は５ｎｍ以下である、請求項１に記載のプレス成形用ガラス素材。
【請求項３】
前記最表層の三液法により測定される水素結合エネルギーは３９．０ｍＪ／ｍ2以下であ
る請求項１または２に記載のプレス成形用ガラス素材。
【請求項４】
プレス成形によって得るガラス成形体に対して、下記式（Ａ）：
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外径の変化率（％）＝｜１－（ガラス成形体の外径／プレス成形用ガラス素材の外径）｜
×１００　…（Ａ）
により算出される外径変化率が４０％以上となる形状を有する請求項１～３のいずれか１
項に記載のプレス成形用ガラス素材。
【請求項５】
プレス成形により、光学機能部と、該光学機能部を取り囲む鍔部とを含むガラス成形体を
得るために使用される請求項１～４のいずれか１項に記載のプレス成形用ガラス素材。
【請求項６】
前記光学ガラスは、Ｗ、Ｔｉ、Ｂｉ、およびＮｂからなる群から選ばれる少なくとも一種
の易還元成分を含む請求項１～５のいずれか１項に記載のプレス成形用ガラス素材。
【請求項７】
請求項１～６のいずれか１項に記載のプレス成形用ガラス素材の製造方法であって、
前記最表層を、酸素含有率が５体積％以上２０体積％未満の酸素と不活性ガスとの混合ガ
ス雰囲気下でＳｉＯ2からなる成膜材料を用いて成膜処理を行うことにより形成すること
を特徴とする、前記製造方法。
【請求項８】
前記中間層を、酸素含有雰囲気中における成膜処理により形成することを更に含む、請求
項７に記載の製造方法。
【請求項９】
前記成膜処理をスパッタ法により行う請求項７または８に記載の製造方法。
【請求項１０】
光学素子の製造方法であって、
請求項１～６のいずれか１項に記載のプレス成形用ガラス素材を加熱し、プレス成形型を
用いてプレス成形によりガラス成形体を得て、該ガラス成形体そのものとして、または該
ガラス成形体を後加工に付して前記光学素子を得る、前記製造方法。
【請求項１１】
前記プレス成形において、下記式（Ａ）：
外径の変化率（％）＝｜１－（ガラス成形体の外径／プレス成形用ガラス素材の外径）｜
×１００　…（Ａ）
により算出される外径変化率は４０％以上である請求項１０に記載の光学素子の製造方法
。
【請求項１２】
前記プレス成形により、光学機能部と、該光学機能部を取り囲む鍔部とを含むガラス成形
体を得る請求項１０または１１に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、精密モールドプレスによってガラス光学素子を得るために使用可能なプレス
成形用ガラス素材およびその製造方法、ならびに上記プレス成形用ガラス素材を使用する
光学素子の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ガラスレンズ等の光学素子を製造する方法として、対向する成形面を有する上型と下型
により、プレス成形用ガラス素材（以下、「ガラス素材」または「ガラスプリフォーム」
ともいう）を精密プレス成形する方法（「精密プレス成形法」、「精密モールドプレス法
」等と呼ばれる）が知られている。この方法は、熔融状態から所定形状に固化した光学ガ
ラスまたは所定形状に研磨加工した光学ガラスを成形型内に投入し、加熱プレス成形する
ことによりガラス光学素子を得る方法である。
【０００３】
　精密プレス成形法では、精密に加工された成形型成形面をガラス素材に転写することよ
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り光学機能面を形成することができるため、プレス成形後に光学機能面創成のために光学
研磨等の機械加工を行う必要がない。したがって精密プレス成形法によれば、安価に高性
能のレンズを提供することができる。しかし精密プレス成形法では、プレス成形用ガラス
素材と成形型の成形面とが高温状態下で密着するため、それらの界面で化学反応が生じる
と融着が生じ離型性が低下する点が課題である。
【０００４】
　プレス成形時の離型性を改善するための手段として、例えば特許文献１～４には、プレ
ス成形用ガラス素材の表面を酸化物膜によって被覆することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特公平２－１７７９号公報
【特許文献２】特開平７－１１８０２５号公報
【特許文献３】特開平８－１９８６３１号公報
【特許文献４】特開２０１１－１２５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１～４には、プレス成形用ガラス素材の表面を被覆する酸化物膜として珪素酸
化物膜が開示されているが、本発明者らの検討によれば、特許文献１～４に開示されてい
る従来の珪素酸化物膜では、依然としてプレス成形用ガラス成形素材と型との融着を十分
に抑制することができなかった。
【０００７】
　これに対し本願出願人は、表面に珪素酸化物膜を有するプレス成形用ガラス素材におい
て、三液法によって測定される表面自由エネルギーとプレス成形時の歩留まりとの間に良
好な相関が見られ、表面に厚み１５ｎｍ未満の珪素酸化物膜を有するプレス成形用ガラス
素材の中で、三液法によって測定される表面自由エネルギーが７５ｍＪ／ｍ2以下である
ものにより、プレス成形時の歩留まりを向上することができることを見出し、先に特許出
願した（特願２００９－２９８２１０号）。
【０００８】
　上記先願に記載のプレス成形用ガラス素材では、成形型との融着を抑制するために、上
記珪素酸化物膜の膜厚が１５ｎｍ未満に規定されている。しかし本発明者らの検討の結果
、所望の形状のガラス成形体を得るためにはプレス成形時にプレス成形用ガラス素材を大
きく変形させる必要がある場合には、上記先願に記載のプレス成形用ガラス素材では、所
望の形状のガラス成形体を得ることが困難な場合があることがあることが明らかとなった
。
【０００９】
　そこで本発明の目的は、プレス成形におけるガラス変形量にかかわらず、成形型との融
着を抑制しつつ所望の形状のガラス成形体を得ることを可能とするプレス成形用ガラス素
材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、以下の新たな知見を
得るに至った。
　上記先願に記載のプレス成形用ガラス素材ではプレス成形によりガラスを大きく変形す
べき場合に所望の形状のガラス成形体を得ることが困難な理由の１つとして、ガラスの変
形に膜が追従できずに膜切れ（クラック）が起こり、膜による融着抑制効果を得ることが
できなくなることが挙げられる。
　そこで膜切れを起こさないように膜厚を厚くすることが考えられるが、本発明者らの検
討の結果、上記珪素酸化物膜は膜厚を１５ｎｍ以上に厚くしても所望形状のガラス成形体
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を得ることは困難であることが判明した。これは、上記珪素酸化物膜は膜厚が１５ｎｍ以
上になると量子サイズ効果を消失し膜が伸び難くなる結果、変形抵抗（剪断抵抗）が大き
くなり膜を追従させつつガラスを変形させること困難になるからであると、本発明者らは
推察している。他方、上記変形抵抗に打ち勝つ大きなプレス圧を加えてガラスを変形させ
ようとすると膜切れが発生してしまう。
　以上の点を鑑みて本発明者らは、上記先願に記載の珪素酸化物膜に、その膜厚を変える
ことなくプレス成形時のガラスの大きな変形に追従し得る伸び易さを付与するための手段
を見出すために相当数の試行錯誤を重ねた。その結果、芯部のガラスと前記珪素酸化物膜
との間に、該珪素酸化物膜に隣接する層として所定の膜材からなる中間層を設けることで
、ガラスの大きな変形に追従するに足る伸び易さを有する複層膜によって芯部ガラスを被
覆することができることを新たに見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　即ち、上記目的は下記手段により達成された。
［１］光学ガラスからなる芯部と、該芯部を被覆する表面層と、を有するプレス成形用ガ
ラス素材であって、
前記表面層は、プレス成形時に成形型成形面と接触する最表層および該最表層と隣接する
中間層を含み、
前記最表層は、三液法によって測定される表面自由エネルギーが７５ｍＪ／ｍ2以下であ
って膜厚１５ｎｍ未満の珪素酸化物膜であり、
前記中間層は、化学量論組成に基づく珪素酸化物との結合半径差が０．１０Å超の膜材か
らなる膜であり、ただし前記結合半径差が０．１０超Åかつ０．４０Å以下の場合、その
膜厚は５ｎｍ以下であることを特徴とするプレス成形用ガラス素材。
［２］前記中間層は、ジルコニウム、ビスマス、イットリウム、ランタノイド、亜鉛、ま
たはチタンの酸化物膜であり、ただし中間層が亜鉛酸化物膜およびチタン酸化物膜である
場合、その膜厚は５ｎｍ以下である、［１］に記載のプレス成形用ガラス素材。
［３］前記最表層の三液法により測定される水素結合エネルギーは３９．０ｍＪ／ｍ2以
下である［１］または［２］に記載のプレス成形用ガラス素材。
［４］プレス成形によって得るガラス成形体に対して、下記式（Ａ）：
外径の変化率（％）＝｜１－（ガラス成形体の外径／プレス成形用ガラス素材の外径）｜
×１００　…（Ａ）
により算出される外径変化率が４０％以上となる形状を有する［１］～［３］のいずれか
に記載のプレス成形用ガラス素材。
［５］プレス成形により、光学機能部と、該光学機能部を取り囲む鍔部とを含むガラス成
形体を得るために使用される［１］～［４］のいずれかに記載のプレス成形用ガラス素材
。
［６］前記光学ガラスは、Ｗ、Ｔｉ、Ｂｉ、およびＮｂからなる群から選ばれる少なくと
も一種の易還元成分を含む［１］～［５］のいずれかに記載のプレス成形用ガラス素材。
［７］［１］～［６］のいずれかに記載のプレス成形用ガラス素材の製造方法であって、
前記最表層を、酸素含有率が５体積％以上２０体積％未満の酸素と不活性ガスとの混合ガ
ス雰囲気下でＳｉＯ2からなる成膜材料を用いて成膜処理を行うことにより形成すること
を特徴とする、前記製造方法。
［８］前記中間層を、酸素含有雰囲気中における成膜処理により形成することを更に含む
、［７］に記載の製造方法。
［９］前記成膜処理をスパッタ法により行う［７］または［８］に記載の製造方法。
［１０］光学素子の製造方法であって、
［１］～［６］のいずれかに記載のプレス成形用ガラス素材を加熱し、プレス成形型を用
いてプレス成形によりガラス成形体を得て、該ガラス成形体そのものとして、または該ガ
ラス成形体を後加工に付して前記光学素子を得る、前記製造方法。
［１１］前記プレス成形において、下記式（Ａ）：
外径の変化率（％）＝｜１－（ガラス成形体の外径／プレス成形用ガラス素材の外径）｜
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×１００　…（Ａ）
により算出される外径変化率は４０％以上である［１０］に記載の光学素子の製造方法。
［１２］前記プレス成形により、光学機能部と、該光学機能部を取り囲む鍔部とを含むガ
ラス成形体を得る［１０］または［１１］に記載の製造方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、精密プレス成形によって所望形状のガラス成形体を得ることが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明にかかるプレス成形用ガラス素材の一形態を表した断面図である。
【図２】図１に示したプレス成形用ガラス素材を用いてプレス成形したガラス成形体の断
面図である。
【図３】図２に示したガラス成形体から得られたガラス光学素子の断面図である。
【図４】精密プレス成形法の一形態を表す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［プレス成形用ガラス素材］
　本発明のプレス成形用ガラス素材は、光学ガラスからなる芯部と、該芯部を被覆する表
面層と、を有する。ここで前記表面層は、プレス成形時に成形型成形面と接触する最表層
および該最表層と隣接する中間層を含み、前記最表層は、三液法によって測定される表面
自由エネルギーが７５ｍＪ／ｍ2以下であって膜厚１５ｎｍ未満の珪素酸化物膜であり、
前記中間層は、化学量論組成に基づく珪素酸化物との結合半径差が０．１０Å超の膜材か
らなる膜であり、ただし前記結合半径差が０．１０超Åかつ０．４０Å以下の場合、その
膜厚は５ｎｍ以下である。
【００１５】
　上記本発明のプレス成形用ガラス素材によれば、プレス成形時のプレス成形用ガラス素
材と成形型との融着を抑制することができ、これにより歩留まり向上を達成し高品質な光
学素子を量産することができる。更には型寿命を延ばすことも可能となる。したがって本
発明のプレス成形用ガラス素材によれば、精密プレス成形による光学素子の製造において
、生産性を顕著に向上することができる。
　更に本発明のプレス成形用ガラス素材は、プレス成形により芯部の光学ガラスを大きく
変形すべき場合にも芯部の変形に表面層が追従することができる。表面層の追従が不十分
であると、変形不足や変形不良、または表面層のクラック発生による融着発生によって所
望形状のガラス成形体を得ることが困難となるのに対し、本発明のプレス成形用ガラス素
材によれば、所望の変形量と融着防止を両立し、所望形状のガラス成形体を得ることが可
能となる。
【００１６】
　本発明のプレス成形用ガラス素材は、光学ガラスからなる芯部を被覆する表面層として
、プレス成形時に成形型成形面と接触する最表層および該最表層と隣接する中間層を少な
くとも含む複層膜を有する。上記複層膜は、少なくとも以下に詳述する最表層と中間層の
組み合わせにより所望の変形量と融着防止の両立を可能とするものである。
　以下、上記複層膜について、更に詳細に説明する。
【００１７】
　前記表面層のプレス成形時に成形型成形面と接触する最表層、即ち本発明のプレス成形
用ガラス素材の最表層は、三液法によって測定される表面自由エネルギーが７５ｍＪ／ｍ
2以下となる珪素酸化物膜である。上記表面自由エネルギーが７５ｍＪ／ｍ2以下であれば
、プレス成形用ガラス素材と成形型との融着を起こすことなく精密プレス成形を行うこと
ができるため、光学素子製造における歩留まり向上および型寿命向上を達成することがで
きる。他方、上記表面自由エネルギーが７５ｍＪ／ｍ2を超えると、精密プレス成形時に
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る生産性が著しく低下する。上記表面自由エネルギーは、成形型との融着をより効果的に
抑制する観点からは、７２ｍＪ／ｍ2以下であることがより好ましく、７０ｍＪ／ｍ2以下
であることがより一層好ましい。上記表面自由エネルギーは、プレス成形用ガラス素材と
成形型との融着抑制の観点からは低いほど好ましく、その下限値は特に限定されるもので
はないが、例えば後述の本発明のプレス成形用ガラス素材の製造方法によれば、上記表面
自由エネルギーとして、５０ｍＪ／ｍ2程度のプレス成形用ガラス素材を製造可能である
。
【００１８】
　以下に、本発明において上記珪素酸化物膜の表面性の指標として使用する三液法によっ
て測定される表面自由エネルギーについて説明する。
【００１９】
　二液法によって測定される表面自由エネルギーは、固体または液体の分散力と固体また
は液体の極性相互作用力との和によって与えられる（例えば本願発明者らによる特開２０
０５－２２５７０７号公報参照）。これに対し、三液法によって測定される表面自由エネ
ルギーは、非極性な分子間力についてのＦｏｗｋｅｓの理論を、更に極性または水素結合
性の分子間力による成分にまで拡張したものであり、この拡張Ｆｏｗｋｅｓ理論によれば
、各物質の表面自由エネルギーγは、下記式（１）に示すように、非極性成分（分散成分
）γaと水素結合成分γbと双極子成分γcとからなる極性成分との和によって与えられる
。
　γ＝γa＋γb＋γc　…（１）
【００２０】
　更に、接触角と各成分との間には、下記式（２）の関係が成立する。
【００２１】
【数１】

【００２２】
　上記式（２）中、γLは、γa

L＋γb
L＋γC

Lで表される液体の表面自由エネルギーを表
す。γa

Lは、液体の表面自由エネルギーの分散成分を表す。γb
Lは、液体の表面自由エネ

ルギーの双極子成分を表す。γC
Lは、液体の表面自由エネルギーの水素結合成分を表す。

γa
Sは、固体の表面自由エネルギーの分散成分を表す。γb

Sは、固体の表面自由エネルギ
ーの双極子成分を表す。γC

Sは、固体の表面自由エネルギーの水素結合成分を表す。θは
、接触角を表す。
【００２３】
　本発明では、以下の３種の液体を標準物質として使用し、その接触角と各パラメーター
によって構成される３行３列の行列式によって、各成分を求めることにより算出した表面
自由エネルギーを三液法による表面自由エネルギーと定義する。
【００２４】
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【表１】

【００２５】
　前記最表層を構成する珪素酸化物膜は、三液法によって測定される表面自由エネルギー
が７５ｍＪ／ｍ2以下であれば、その組成は特に限定されるものではない。珪素酸化膜の
組成については、化学量論組成である二酸化珪素（ＳｉＯ2）を含むものが安定であるが
、ＳｉＯ2に限定されるものではなく、組成をＳｉxＯyとした場合、例えば、ｙ／ｘ＝１
～３程度のものが存在していてもよい。
　なお本発明者らの検討によれば、従来の成膜方法で形成される珪素酸化物膜と比べて酸
素を多く含有させることで、珪素酸化物膜の三液法による表面自由エネルギーを低下させ
ることができる。即ち、化学量論組成に対して酸素過剰になると、化学量論組成の珪素酸
化物膜（ＳｉＯ2膜）と比べて三液法による表面自由エネルギーは低下する。そして三液
法による表面自由エネルギーが７５ｍＪ／ｍ2以下である珪素酸化物膜により、プレス成
形時の成形型とプレス成形用ガラス素材との融着を抑制できるのであるが、この表面自由
エネルギーの低下は、主に水素結合エネルギーが低下することによるものであることも、
本発明者らの検討の結果、明らかとなった。具体的には本発明のプレス成形用ガラス素材
の最表層を構成する珪素酸化物膜は、三液法により測定される水素結合エネルギーが３９
．０ｍＪ／ｍ2以下、例えば３０．０ｍＪ／ｍ2以上３９．０ｍＪ／ｍ2以下であることが
できる。
【００２６】
　本発明のプレス成形用ガラス素材が有する上記珪素酸化物膜の膜厚は、１５ｎｍ未満と
する。これは、上記珪素酸化物膜の膜厚が１５ｎｍ以上になると、先に説明したように、
膜切れまたは変形不良が発生するからである。上記膜厚の下限値は、好ましくは１ｎｍ以
上である。膜厚１ｎｍ未満になると、珪素酸化物膜が局所的に欠落して島状に成膜されて
しまうのに対し、膜厚１ｎｍ以上であれば、均一な成膜が可能である。上限値は、上記の
通り１５ｎｍ未満であるが、プレス成形後に得られる光学素子の光学特性への影響を低減
する観点からは、７．５ｎｍ±５．５ｎｍであることが好ましく、５．０ｎｍ±３．０ｎ
ｍであることがより好ましく、５．０ｎｍ±２．０ｎｍであることがより一層好ましい。
【００２７】
　なお本発明において各層の膜厚は、本発明のプレス成形用ガラス素材をプレス成形して
得られたガラス成形体から作製される光学素子において光学機能部を形成することになる
芯部の部位上の膜厚をいうものとする。光学機能部とは、例えば光学レンズにおける有効
径内の領域を意味する。酸化物膜の形成方法にもよるが、光学機能部となる箇所の酸化物
膜の膜厚Ｔ１と外周側周辺部上の酸化物膜の膜厚Ｔ２は異なる場合があり、傾向としては
Ｔ１≧Ｔ２である。Ｔ１とＴ２が異なる場合、本発明で特定する膜厚は、Ｔ１とする。上
記膜厚は、例えば、ガラス素材の断面を元素分析することによって測定することができる
。または、酸化物膜の成膜条件によって特定することも可能である。
【００２８】
　次に、上記珪素酸化物膜に隣接する中間層について説明する。
【００２９】
　先に説明したように本発明者らは、前記珪素酸化物膜と隣接し表面層を形成する中間層
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として、前記珪素酸化物膜を構成する膜材、即ち珪素酸化物と所定の関係を満たす膜材か
らなる膜を設けることで、ガラスの大きな変形に追従するに足る伸び易さを表面層に付与
することができ、その結果、プレス成形時の変形量が大きい場合にも変形不良や膜切れを
起こすことなく良好なプレス成形を行うことが可能となることを新たに見出し、本発明を
完成するに至ったものである。これは前記珪素酸化物膜と上記中間層を複層化することで
表面層全体の剪断抵抗を低下させることができることによるものであると考えられ、この
点について本発明者らは、以下のメカニズムを推定している。
【００３０】
　プレス成形用ガラス素材の表面層は、プレス時に量子サイズ効果を発現し液体のように
振舞う（いわゆる液体薄膜として機能する）結果、芯部の光学ガラスの変形に追従するこ
とができると考えられる。本発明者らは、この液体薄膜の剪断抵抗は周期的に極大と極小
を取りながら変動し、この剪断抵抗の周期は膜材の結合半径に依存すると考えた。そのう
えで本発明者らは、結合半径の異なる２種の膜材から複層膜を形成することで一方の膜の
剪断抵抗の増加を他方の膜の剪断抵抗の低下により打ち消すことができ、これにより剪断
抵抗の低い複層膜（表面層）を得ることができると推察するに至り、結合半径の差に基づ
いて前記珪素酸化物膜と複層化する膜材を選定した。その結果、最表層である前記珪素酸
化物膜を、該珪素酸化物膜を構成する膜材、即ち珪素酸化物と以下の関係を満たす膜材か
らなる膜と複層化することで、後述の実施例に示すように変形不良や膜切れを起こすこと
なく所望形状のガラス成形体を得ることが可能となり、本発明を完成するに至ったもので
ある。具体的には本発明者は、以下の基準に基づき中間層の膜材選定を行った。
【００３１】
　化学量論組成の結合半径に基づき、化学量論組成の珪素酸化物（ＳｉＯ2）の共有結合
半径（１．６１Å）に対して、
（１）化学量論組成の結合半径差が０．１０Å以下の膜材は中間層膜材として使用不可；
（２）化学量論組成の結合半径差が０．１０Å超かつ０．４０Å以下（好ましくは０．２
０Å以上０．４０Å以下）の膜材は膜厚が５ｎｍ以下であれば中間層膜材として使用可能
。；
（３）化学量論組成の結合半径差が０．４０Å超（好ましくは０．５０Å以上０．９０Å
以下）の膜材は膜厚問わず中間層膜材として使用可能。
　ここで上記（２）において膜厚が５ｎｍ以下に規定される理由は、５ｎｍ超ではガラス
の大きな変形に追従し得るほどの伸び易さを示す表面層を形成できないからであるが、こ
の点について本発明者らは、上記（２）のように結合半径差が比較的小さい場合、複層化
した膜同士の剪断抵抗の周期的変動差が小さくなり、結果として複層化による表面層全体
の剪断抵抗の低減効果が低くなることが要因であると推察している。ここで膜厚を薄くす
れば、中間層内部の相互の束縛エネルギーを低下させる、言い換えれば量子サイズ効果を
増大させることができるため、表面層全体の剪断抵抗を低減させることが可能となること
が、上記（２）の関係を満たす膜材からなる中間層については、膜厚を５ｎｍ以下とすべ
き理由であると考えている。
　以上説明した化学量論組成の結合半径は、膜中の原子間の結合様式に応じて、例えば共
有結合半径、イオン結合半径、ファンデルワールス半径、または金属結合半径である。こ
れら結合半径は、いずれも文献公知の値であり、また各種計算ソフトにより、または化学
便覧等に記載の文献値により、容易に算出することができる。
【００３２】
　具体的には、上記（２）に該当する中間層膜材としては亜鉛酸化物およびチタン酸化物
を挙げることができ、上記（３）に該当する中間層膜材としてはジルコニア酸化物、ビス
マス酸化物、イットリウム酸化物、およびランタノイド酸化物を挙げることができる。こ
れら酸化物膜を中間層として前記珪素酸化物膜と複層化することで本発明の所期の目的が
達成できることは、後述の実施例において実証されている通りである。
【００３３】
　前記中間層の膜厚は、先に最表層について説明したように均一な成膜が可能である点か
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ら１ｎｍ以上とすることが好ましい。その上限値については、上記（２）の態様について
は先に説明した通り５ｎｍである。上記（３）の態様における中間層膜厚の上限値につい
ては、後述の実施例で５ｎｍを超える膜厚（例えば１０ｎｍ程度の膜厚）であっても所期
の効果が得られることが確認されている。成膜に長時間を要することは生産性の点から好
ましくないため、生産性を考慮すると、上記（３）の態様における中間層膜厚は１０ｎｍ
以下であることが好ましい。
【００３４】
　次に、本発明のプレス成形用ガラス素材の芯部を構成する光学ガラスについて説明する
。
【００３５】
　本発明のプレス成形用ガラス素材は、上記表面層を有するものであれば、芯部を構成す
る光学ガラスの硝種は特に限定されるものではないが、以下の理由から、本発明のプレス
成形用ガラス素材は芯部がＷ、Ｔｉ、Ｂｉ、およびＮｂからなる群から選ばれる少なくと
も一種の易還元成分を含む光学ガラスである態様において、その有用性が高い。
【００３６】
　従来、プレス成形用ガラス素材と成形型との融着を抑制するための表面層としては、主
に炭素系薄膜が使用されてきた（例えば特開平８－２１７４６８号公報、特開平８－２５
９２４１号公報、特開平９－２８６６２５号公報参照）。他方、近年ガラスレンズに求め
られている高屈折率を達成すべく高屈折率付与成分であるＷ、Ｔｉ、Ｂｉ、Ｎｂ等を含有
する光学ガラスから光学レンズ等の光学素子を作製するニーズが高まっている。しかし上
記高屈折率付与成分を含む光学ガラスは、プレス成形時の高温環境下において炭素系薄膜
と反応しやすく、その結果、得られるガラス成形体表面にクモリ、キズ状の反応痕や成形
面との融着が生じるために外観性能の不十分な光学素子となりやすい。これは、上記高屈
折率付与成分が易還元成分であることから、ガラス成分として存在しつつ複数の価数をと
り得るため酸化還元反応を生じやすく、プレス成形のプロセスにおいて、成形型に圧着さ
れつつ変形する過程で種々の界面反応を生じることに起因すると考えられる。
　これに対し本発明のプレス成形用ガラス素材の表面層は酸化物膜から構成されるもので
あり、これらは上記高屈折率付与成分（易還元成分でもある）との反応性に乏しい。した
がって、上記高屈折率付与成分を含む光学ガラスのプレス成形においても、高屈折率付与
成分と膜材との反応に起因する各種不良の発生を回避することができる。
　以上の理由から、本発明のプレス成形用ガラス素材の芯部を構成する光学ガラスは、Ｗ
、Ｔｉ、Ｂｉ、およびＮｂからなる群から選ばれる少なくとも一種の易還元成分を含むも
のであることが好ましい。特に、上記易還元成分の含有量が合計で５モル％以上（例えば
、１０～６５モル％、より好ましくは、１５～５５モル％）であるときに、本発明の適用
が有効である。上記易還元成分を含む光学ガラスの中でも、特に、炭素系薄膜と反応しや
すく、炭素系薄膜では成形型との融着防止が困難なガラスとしては、リン酸系光学ガラス
およびホウ酸系ガラスが挙げられる。したがって本発明はこれらガラスを芯部とするプレ
ス成形用ガラス素材であることが、特に好ましい。そのようなリン酸系光学ガラスとして
は、特開２０１１－１２５９号公報に記載の、モル％表示で、Ｐ2Ｏ5；１０～４５％、Ｎ
ｂ2Ｏ5；３～３５％、Ｌｉ2Ｏ；０～３５％、ＴｉＯ2；０～２５％、ＷＯ3；０～２０％
、Ｂｉ2Ｏ3；０～４０％、Ｂ2Ｏ3；０～２０％、ＢａＯ；０～２５％、ＺｎＯ；０～２５
％、Ｎａ2Ｏ；０～５０％、Ｋ2Ｏ；０～２０％、Ａｌ2Ｏ3；０～１５％、ＳｉＯ2；０～
１５％（但し、ＷＯ3、ＴｉＯ2、Ｂｉ2Ｏ3およびＮｂ2Ｏ5の合計量が１０％以上、６５％
未満）、Ｆ；全酸素量に対して０～１０％、を含む光学ガラスを挙げることができる。当
該ガラスの詳細については、特開２０１１－１２５９号公報段落［００３１］～［００５
１］を参照できる。また、ホウ酸系光学ガラスとしては、特開２００９－４０６４７号公
報段落［００１２］～［０１３４］に記載のホウ酸ビスマス系光学ガラス、例えば、カチ
オン％表示でＢｉ3+ ３０～７０％、Ｂ3+ ５～５０％、Ｓｉ4+ ０．５～５０％、Ａｌ3+ 
１～２０％、Ｃａ2+ ０．５～２０％、Ｍｇ2+ ０～１５％、Ｓｒ2+ ０～１０％を含み、
Ｃａ2+、Ｍｇ2+およびＳｒ2+の合計含有量が１～２０％、カチオン比でＡｌ3+／（Ｃａ2+
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＋Ｍｇ2+＋Ｓｒ2+）が０．２～２０であるホウ酸ビスマス系光学ガラスを挙げることがで
きる。
【００３７】
　本発明のプレス成形用ガラス素材を構成する芯部の形状は、球状、楕円形、凸メニスカ
ス形状、凹凸形状等の各種形状であることができる。一方で近年光学素子としての有用性
が高まっている形状として、光学機能部の周囲に鍔部を設けた形状が挙げられる。具体的
には、光学素子の第一面、第二面の光学機能面の少なくとも一方の周囲に光軸と垂直な平
坦部を設けた形状である。近年のデジタルカメラやカメラ付き携帯電話のように小型化が
進められている撮像機器では、撮像光学系を超小型の複数のレンズにより構成し、各レン
ズを精密に位置決め固定する必要がある。このような撮像光学系において、上記鍔部はレ
ンズ同士の接合面および位置決め基準面となるため、上記鍔部を有する光学素子によれば
低コストで小型化された高性能レンズユニットを実現することができる。しかし、鍔部に
対応する形状をガラスプリフォームに形成することはコスト面において著しく不利である
ため通常行われない。したがって通常は、球状、楕円形、凸メニスカス形状、凹凸形状等
の外周部に鍔部を持たないガラスプリフォームをプレス成形することで、上記鍔部を有す
る光学素子を得る。この場合、ガラスプリフォームと、これをプレス成形して得られるガ
ラス成形体との形状において、特に外径の違いが顕著となる。そこで外径を大きく変形さ
せるためにプレス成形時の変形量は大きくすべきであるが、先に説明したように前記珪素
酸化物膜単独では、膜切れを起こすことなく、この変形に追従することは困難である。こ
れに対し本発明のプレス成形用ガラス素材は、前記珪素酸化物膜と所定の中間層を複層化
した表面層を有することで、プレス成形時の変形量が大きい場合であっても、表面層によ
る融着抑制と所望の変形量を両立することができる。
【００３８】
　具体的には本発明のプレス成形用ガラス素材によれば、下記式（Ａ）：
外径の変化率（％）＝｜１－（ガラス成形体の外径／プレス成形用ガラス素材の外径）｜
×１００　…（Ａ）
により算出される外径変化率が４０％以上となる大きな変形量でのプレス成形を良好に行
い、所望形状のガラス成形体を得ることができる。例えば、プレス成形前のガラス素材の
外径寸法が１０．０ｍｍで、プレス後のガラス成形体の外径寸法が１５．０ｍｍとした場
合、式（Ａ）から、外径の変化率は５０％となる。
　上記外径変形率の上限値は、特に限定されるものではないが、例えば６０％以下、更に
は５５％以下または５０％以下であることができる。
【００３９】
　また、中心肉厚の変形量については、下記式（Ｂ）：
中心肉厚の変化率（％）＝｜１－（ガラス成形体の中心肉厚／プレス成形用ガラス素材の
中心肉厚）｜×１００　…（Ｂ）
により算出される中心肉厚変化率として、１％以上であることが好ましく、５％以上であ
ることが好ましい。これは中心肉厚の変化率が１％未満になると、ガラスプリフォームの
主表面と成形型の成形面との間にガス溜まりが生じて、ガラス成形体の面精度が低下する
場合があるからである。なお、前記の光学機能部の周囲に鍔部を有する形状の光学素子を
得るためのプレス成形では、通常、５０％以下、更には３０％以下または２０％以下であ
る。
【００４０】
  図１は、本発明にかかるガラス素材の断面図である。図１において、符号ｄはガラス素
材の外形寸法であり、符号ｔは中心肉厚を示している。当該ガラス素材は、例えば上記易
還元成分などの各種成分を含む多成分系の光学ガラスからなる芯部１と、最表層３と、最
表層３と隣接する中間層２とを有している。
【００４１】
　図２は、図１に示したガラス素材をプレス成形したガラス成形体の断面図であり、プレ
ス成形によってガラス成形体の中心肉厚ｔがガラス素材の中心肉厚ｔよりも薄くなり、外
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径寸法ｄがガラス素材の外径寸法ｄよりも大きくなっている。図２に示すガラス成形体は
、第一面Ｒ１、第二面Ｒ２とも光学機能部の周囲に鍔部が形成されている。ここで光学機
能部とは、光学有効径内の領域を意味し、非球面または球面から構成される。図２に示す
態様では、光学有効径外の領域には、任意の面形状が成形されている。つまり、第一面お
よび第二面は、光学機能部および光学機能部を取り囲む任意の面により構成されている。
そして鍔部は、任意の面の外周を取り囲むように設けられている。本発明における鍔部は
、上述のように任意の面を介して光学機能部と接続されていてもよく、また、光学機能部
と鍔部とが直接接続していてもよい。その場合、第一面および第二面は光学機能部そのも
のとなる。図２に示す態様では、第一面側の鍔部と第二面側の鍔部は、互いに平行な平坦
面であり、それら平坦面の外周が外周端面（曲面）によって接続されている。図２では、
第一面側の鍔部および第二面の鍔部が、互いに平行な平坦面である態様を示したが、ガラ
ス成形体の外周に向かって先つぼまり形状であってもよく、第一面側および第二面側のい
ずれか一方の平坦面が外径中心線に直交し他方の平坦面が傾斜していてもよい。また、光
学機能部と鍔部との間に設けられる任意の面が平坦面であってもよい。
　図２に示したガラス成形体は、外周部を芯取り加工（研削加工）することにより、図３
に示すガラス光学素子とすることができる。芯取り加工により研削された外周端面は、表
面層も除去されている。
【００４２】
　次に、本発明のプレス成形用ガラス素材の芯部の予備成形について説明する。
　本発明のプレス成形用ガラス素材は、芯部１となるガラスを所定の体積および所定の形
状に予備成形したものを用いて作製することができる。この予備成形は、例えば、ブロッ
ク状の光学ガラスから切り出したものを、研削や研磨によって所定体積、所定形状に予備
成形することにより行うことができる。
【００４３】
　あるいは、溶融状態の光学ガラスをパイプから滴下、または流下しつつ分離して所定量
のガラス塊とし、このガラス塊の冷却中に予備成形することができる。ここで、溶融状態
のガラスを、底部からガスを噴出する受け型に受け、実質的に浮上させた状態で冷却しつ
つ予備成形する方法を採用することができる。この方法は生産効率が高く、表面の平滑な
ガラス素材が得られることから好ましい。例えば、図1に示したようなガラス素材の芯部
を成形する場合は、受け型上の熔融ガラスに凸面を有する金型を押し当て、該ガラスの上
面を凹形状に変形させ、冷却することにより、凸面と凹面を有するガラス素材の芯部を得
ることができる。
【００４４】
  本発明のプレス成形用ガラス素材は、上記のように予備成形された芯部１となる光学ガ
ラスからなる予備成形体の表面が前記した複層膜である表面層により被覆されている。被
覆方法は、スパッタ法、真空蒸着法などの公知の成膜法を用いることができる。本発明の
プレス成形用ガラス素材の最表層の三液法によって測定される表面自由エネルギーは、成
膜条件によって制御することができ、その詳細は後述する。芯部と表面層との間に任意の
層が介在していてもよいが、介在する層は表面層の剪断抵抗を高めることのないように、
隣接する層を構成する膜材とは共有結合半径の異なる材料から構成することが好ましい。
ここでの膜材選定基準として、前記（１）～（３）を適用することもできる。
【００４５】
［プレス成形用ガラス素材の製造方法］
　本発明は、前記した本発明のプレス成形用ガラス素材の製造方法にも関する。本発明の
プレス成形用ガラス素材の製造方法は、前記最表層を、酸素含有率が５体積％以上２０体
積％未満の酸素と不活性ガスとの混合ガス雰囲気下でＳｉＯ2からなる成膜材料を用いて
成膜処理を行うことにより形成する。
【００４６】
　ＳｉＯ2からなる成膜材料を用いて５体積％以上２０体積％未満の酸素を含有する上記
雰囲気下で成膜された珪素炭化物膜を最表面に形成したプレス成形用ガラス素材によれば
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、プレス成形時の歩留まりを改善することができる。これは、上記成膜条件によって形成
された珪素酸化物膜は、従来の成膜方法で形成される珪素炭化物膜と比べて酸素を多く含
む状態にあり、三液法によって測定される表面自由エネルギーが従来の珪素酸化物膜を有
するプレス成形用ガラス素材と比べて低下することに起因すると推察される。即ち本発明
のプレス成形用ガラス素材の製造方法では、上記所定量の酸素を含有する混合ガス雰囲気
下で成膜処理を行うことで、三液法によって測定される表面自由エネルギーが７５ｍＪ／
ｍ2以下の珪素酸化物膜を作製することができる。ただし、先に説明した理由から、上記
珪素酸化物膜の膜厚は１５ｎｍ未満とする。
【００４７】
　本発明のプレス成形用ガラス素材の製造方法では、珪素酸化物膜の成膜処理を、アルゴ
ン等の不活性ガス中に５体積％以上２０体積％未満の酸素を含有する雰囲気下で行う。成
膜処理を行う雰囲気の酸素含有率が５体積％未満の場合および２０体積％を超える場合の
いずれにおいても、得られたプレス成形用ガラス素材を用いてプレス成形を行う際、プレ
ス成形用ガラス素材と成形型との融着を抑制することが困難となる。これは、酸素含有率
５体積％未満の場合については、形成される珪素酸化物膜の酸素含有率が少ないため三液
法による表面自由エネルギーが高いことに起因すると考えられ、酸素含有率２０体積％超
の場合については、プレス成形用ガラス素材の表面における高次構造が不安定化し、反応
が活性化することに起因し三液法による表面自由エネルギーが高くなるからであると考え
られる。上記酸素含有率は、融着をより効果的に抑制する観点から、５体積％以上１５体
積％以下であることが好ましい。上記雰囲気に含まれる酸素以外の成分である不活性ガス
としては、アルゴンガス、ヘリウムガス、ネオンガス、キセノンガス等を挙げることがで
きる。
【００４８】
　成膜処理は、成膜材料としてＳｉＯ2からなる成膜材料を用いて、好ましくはスパッタ
法、より好ましくはＰＶＤ法によって行うことができる。具体的には、ＳｉＯ2（例えば
石英ガラス）をターゲット基材とし、不活性ガス中に酸素を５体積％以上２０体積％未満
含有するスパッタガスを用いたＰＶＤ法によって、珪素酸化物膜を形成することができる
。より具体的な珪素酸化物膜の成膜方法としては、以下の方法を用いることができる。す
なわち、芯部上に中間層が形成された複数の被成膜体をトレーに配列して真空チャンバー
内に配置し、真空チャンバー内を真空排気しながら、加熱ヒーターにより被成膜体を約３
００℃に加熱する。真空チャンバー内の真空度が１×１０-5Ｔｏｒｒ以下になるまで排気
した後、不活性ガス中に酸素を５体積％以上２０体積％未満含有するスパッタガスを導入
し、真空チャンバー内のターゲット基材（石英ガラス）に高周波を印加して、原料をプラ
ズマ化し、被成膜体の最表層に位置する中間層表面に珪素酸化物膜を成膜する。成膜時の
出力は、１００～３００Ｗ、スパッタガス流量は２０～１００ｓｃｃｍ、成膜時の雰囲気
温度は３５０～３７０℃とすることが、それぞれ好ましい。なお、珪素酸化物膜の膜厚は
、真空チャンバー内の圧力（真空度）、出力（電源パワー）、成膜時間を調整することに
よって所望の範囲に制御することができる。
【００４９】
　本発明のプレス成形用ガラス素材の製造方法では、ＳｉＯ2からなる成膜材料を使用す
る。ここでＳｉＯ2からなる成膜材料とは、ＳｉＯ2以外の成分を意図的に混合したもので
はないことを意味し、ＳｉＯ2調製過程において混入した不純物が含まれていることを許
容するものとする。好ましくはＳｉＯ2純度が９５質量％以上、より好ましくは９８質量
％以上、更に好ましくは９９質量％以上のものである。
【００５０】
　中間層の成膜は、スパッタ法、真空蒸着法などの公知の成膜法によって行うことができ
る。なお中間層の成膜を１００％不活性ガス雰囲気中で行うと膜が着色する場合があるた
め、中間層の成膜も、前記した珪素酸化物膜の成膜と同様、酸素含有雰囲気中、例えば不
活性ガス中に５体積％以上２０体積％未満の酸素を含有する雰囲気下で行うことが好まし
い。
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【００５１】
［光学素子の製造方法］
　本発明の光学素子の製造方法は、本発明のプレス成形用ガラス素材を加熱し、プレス成
形型を用いてプレス成形によりガラス成形体を得て、該ガラス成形体そのものとして、ま
たは該ガラス成形体を後加工に付して前記光学素子を得るものである。上記プレス成形は
、精密プレス成形法により行うことが、先に説明したように安価に高品質な光学素子を得
るうえで好ましい。
【００５２】
　精密プレス成形法は、モールドオプティクス成形法とも呼ばれ、既に当該発明の属する
技術分野においてはよく知られたものである。光学素子の光線を透過したり、屈折させた
り、回折させたり、反射させたりする面を光学機能面と呼ぶ。例えばレンズを例にとると
非球面レンズの非球面や球面レンズの球面などのレンズ面が光学機能面に相当する。精密
プレス成形法はプレス成形型の成形面を精密にガラスに転写することにより、プレス成形
で光学機能面を形成する方法である。つまり光学機能面を仕上げるために研削や研磨など
の機械加工を加える必要がない。
【００５３】
　精密プレス成形に用いる成形型としては、充分な耐熱性、剛性を有し、緻密な材料を精
密加工したものを用いることができる。例えば、炭化ケイ素、窒化ケイ素、炭化タングス
テン、酸化アルミニウムや炭化チタン、ステンレス等金属、あるいはこれらの表面に炭素
、耐熱金属、貴金属合金、炭化物、窒化物、硼化物などの膜を被覆したものを挙げること
ができる。
【００５４】
　成形型としては、プレス成形用ガラス素材との接触面となる成形面に、炭素含有膜等の
被覆膜を有するものを使用することもできる。該炭素含有膜としては、非晶質および／ま
たは結晶質の、グラファイトおよび／またはダイヤモンドの、単一成分層または複合層か
ら構成されているものを用いることが好ましい。この炭素膜は、スパッタリング法、プラ
ズマＣＶＤ法、ＣＶＤ法、イオンプレーティング法等の手段で成膜することができる。例
えば、スパッタガスとしてＡｒの如き不活性ガスを、スパッタターゲットとしてグラファ
イトを用いてスパッタリングにより成膜することができる。或いは、マイクロ波プラズマ
ＣＶＤ法により原料ガスとしてメタンガスと水素ガスを用いて成膜してもよい。イオンプ
レーティング法により形成する場合には、ベンゼンガスを用い、イオン化して用いること
ができる。これらの炭素膜はＣ－Ｈ結合を有するものを含む。なお、成形型の成形面に炭
素含有膜を設けることにより、プレス成形時のプレス成形用ガラス素材と成形型との融着
をよりいっそう防止することが可能となるが、このような場合には、プレス成形時に炭素
の酸化を防止する目的で、非酸化雰囲気下でプレスを行うことが好ましい。しかし、非酸
化雰囲気下では、上記易還元成分はより還元されやすい上、ガラスと炭素の間で界面反応
が生じやすいという不都合がある。これに対し、前記表面層を有する本発明のプレス成形
用ガラス素材であれば、プレス成形時に芯部のガラスと成形面上の炭素含有膜が直接接触
することがないため、窒素ガスなどの非酸化雰囲気下でプレスを行ってもガラスと炭素の
間の界面反応を抑制することができるという利点もある。
【００５５】
　精密プレス成形は、具体的には、例えば以下のような方法で行うことができる。
　プレス成形にあたっては、図４に示すように、上型４、下型５および胴型６を含む成形
型７内にプレス成形用ガラス素材ＰＦを供給し、プレスに適した温度域に昇温する。例え
ば、加熱温度は芯部１の光学ガラスの種類によって適宜設定されるが、プレス成形用ガラ
ス素材ＰＦと成形型７が、プレス成形用ガラス素材ＰＦの粘度が１０5～１０10ｄＰａ・
ｓになる温度域にあるときプレス成形を行うことが好ましい。プレス温度は、例えば芯部
１を構成する光学ガラスが１０7.2ｄＰａ・ｓ相当前後となる温度が好ましく、芯部１が
１０7.2ｄＰａ・ｓ相当となる温度が８００℃以下、好ましくは７５０℃以下、更に好ま
しくは６５０℃以下であるようにすることが、ガラスの選択の指標となり得る。プレス成
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形は、プレスヘッド８を降下させ所定の荷重を印加することにより行うことができる。
【００５６】
　プレス成形用ガラス素材ＰＦを成形型７に導入し、プレス成形用ガラス素材ＰＦと成形
型７を一緒にプレス成形温度まで加熱してプレス成形を行ってもよく、予熱した成形型７
に加熱したプレス成形用ガラス素材ＰＦを導入してプレス成形を行ってもよい。前者の方
法は、後者の方法に比べてプレス成形用ガラス素材と成形型との接触時間が長くなるため
融着を生じやすいが、本発明によれば、上記方法を採用する場合であっても、融着を起こ
すことなく精密プレス成形を行うことが可能である。一方、後者の方法を採用する場合に
は、プレス成形用ガラス素材ＰＦを１０5～１０9ｄＰａ・ｓ粘度相当、成形型７をガラス
粘度で１０9～１０12ｄＰａ・ｓ相当の温度にそれぞれ昇温し、プレス成形用ガラス素材
ＰＦを成形型７に配置して直ちにプレス成形する方法を採用してもよい。この方法は、成
形型の温度変化幅を相対的に少なくすることができるため、成形装置の昇温／降温サイク
ルタイムを短縮できるとともに、成形型７の熱による劣化を抑制できる効果がある点で好
ましい。いずれの場合も、プレス成形開始時、または開始後に冷却を開始し、適切な荷重
印加スケジュールを適用しつつ、成形面とガラス素子の密着を維持しながら、降温する。
この後、離型して成形体を取り出す。離型温度は、ガラス粘度１０12.5～１０13.5ｄＰａ
・ｓ相当の温度で行うことが好ましい。
【００５７】
　離型されたガラス成形体は、その表面にプレス前のプレス成形用ガラス素材と同様に表
面層が存在している。プレス成形により得られたガラス成形体は、最表面に珪素酸化物膜
を有するため、珪素酸化物膜を持たないものと比べて珪素酸化物の含有量が多く、これに
より化学的耐久性に優れるという特性を有する。なお、表面層の膜厚は、プレス成形によ
り実質的な変化はしない。
【００５８】
　得られたガラス成形体は、そのまま最終製品である光学素子として出荷することができ
、または、芯取り加工や表面に反射防止膜等の光学的機能膜を形成する成膜処理等の後加
工を施した後に最終製品とすることもできる。例えば、前記表面層を有するガラス成形体
に、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2－ＴｉＯ2、ＭｇＦ2などの材料を単層で、または積層して適宜成
膜することによって、所望の反射防止膜を形成することができる。反射防止膜の成膜方法
は、蒸着法、イオンアシスト蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタ法など、公知の
方法で行うことができる。例えば、蒸着法による場合には、蒸着装置を用いて、１０-4Ｔ
ｏｒｒ程度の真空雰囲気中で、蒸着材料を電子ビーム、直接通電またはアークにより加熱
し、材料から蒸発および昇華により発生する材料の蒸気を基材の上に輸送し凝縮・析出さ
せることにより反射防止膜を形成することができる。基材加熱温度は室温～４００℃程度
とすることができる。ただし、基材のガラス転移温度（Ｔｇ）が４５０℃以下の場合、基
材加熱の上限温度はＴｇ－５０℃とすることが好ましい。なお、プレス成形後に得られた
ガラス成形体の最表面に存在する珪素酸化物膜は反射防止膜との親和性が高い。このため
、反射防止膜が剥離し難くなるという効果もある。
【００５９】
　本発明により得られるガラス光学素子は、小径、薄肉の小重量レンズ、例えば、携帯撮
像機器などに搭載する小型撮像系用レンズ、通信用レンズ、光ピックアップ用の対物レン
ズ、コリメータレンズ等とすることができる。レンズ形状は特に限定されるものではなく
、凸メニスカスレンズ、凹メニスカスレンズ、両凸レンズ、両凹レンズなど各種の形状を
とることができる。また前述のように、本発明により得られるガラス光学素子は、第一面
、第二面の少なくとも一方に、光学機能部の周囲にレンズ同士の接合面および位置決め基
準面として機能する鍔部（平坦部）を有することもできる。本発明によれば、プレス変形
において変形不良や融着を起こすことなく、このような鍔部を有するガラス光学素子を得
ることができる。
【実施例】
【００６０】
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　以下、本発明を実施例により更に説明する。但し、本発明は実施例に示す態様に限定さ
れるものではない。
【００６１】
Ａ．中間層膜材および膜厚の異なる実施例・比較例
［例１］
１．プレス成形用ガラス素材の作製
（１）芯部ガラスの予備成形
  下記表２に記載した組成を有する光学ガラスを、熔融状態から受け型に滴下、冷却し、
図１に示すような片側を凸面、反対側を凹面とした形状のガラス塊（ガラス素材の芯部）
を予備成形した。芯部ガラスの外径寸法は８．８ｍｍ、中心肉厚は１．６ｍｍであった。
【００６２】
【表２】

【００６３】
（２）中間層の形成
　次いで、以下の方法により、ガラス素材の芯部の表面に表４に示す各種膜厚のジルコニ
ア酸化物膜を形成した。
　すなわち、複数の芯部を保持するトレーと、これに対向するターゲット基材（ここでは
Ｚｒ）を収容するチャンバー（スパッタ室）とを備えるスパッタ装置を用いて、スパッタ
法によるジルコニア酸化物膜の成膜を実施した。まず、トレーに配置したガラス素材の芯
部をチャンバー外で表面温度２００℃程度に予備加熱してから、チャンバー内に搬送した
。次いで、チャンバー内を真空排気しながら、ガラス芯部を加熱ヒーターで表面温度３０
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た後、１０体積％の酸素を含む酸素とアルゴンの混合ガスをスパッタガスとして導入し、
高周波出力を２５０Ｗとして、ターゲット基材をＡｒイオンでスパッタリングし、ターゲ
ットのＺｒを酸化物として芯部ガラスの表面に付着、堆積させた。しかる後、チャンバー
内を冷却し、成膜後のガラス素材をトレーごと取り出した。膜厚はスパッタ時間により制
御した。
【００６４】
（３）最表層の形成
　次いで、以下の方法により、上記（２）で形成したジルコニア酸化物膜上に珪素酸化物
膜を形成した
　すなわち、芯部上に中間層が形成された複数の被成膜体を保持するトレーと、これに対
向するターゲット基材（ここでは、純度９９質量％以上の石英ガラス）を収容するチャン
バー（スパッタ室）とを備えるスパッタ装置を用いて、スパッタ法による珪素酸化物の成
膜を実施した。まず、トレーに配置した被成膜体を表面温度２００℃程度に予備加熱して
から、チャンバー内に搬送した。次いで、チャンバー内を真空排気しながら、被成形体を
加熱ヒーターで表面温度３００℃程度に加熱した。チャンバー内の真空度が１×１０-5Ｔ
ｏｒｒ以下になるまで排気した後、１０体積％の酸素を含む酸素とアルゴンの混合ガスを
スパッタガスとして導入し、高周波出力を２５０Ｗとして、ターゲット基材をＡｒイオン
でスパッタリングし、被成膜体の最表面のジルコニア酸化物膜表面に付着、堆積させた。
しかる後、チャンバー内を冷却し、成膜後のガラス素材をトレーごと取り出した。
【００６５】
２．最表層の評価
（１）表面自由エネルギーの測定
　上記１．で作製したプレス成形用ガラス素材最表面、即ち最表層の珪素酸化物膜表面の
三液法による表面自由エネルギーを、以下の方法で測定した。
　始めに表１記載の超純水、グリセリンおよびジヨードメタンをそれぞれ作製したプレス
成形用ガラス素材に滴下し、各接触角θ1、θ2、θ3を測定した。
　次に以下の逆行列式に、表１記載の各液体のパラメーターおよび測定した接触角を代入
した。
【００６６】
【数２】

【００６７】
　これにより作製したプレス成形用ガラス素材表面の分散成分γs

a、同双極子成分γs
b、

同水素結合成分γs
cを求めた。

　最後に上記結果から作製したプレス成形用ガラス素材の表面自由エネルギーγSを以下
の式によって算出した。
　γS＝γs

a＋γs
b＋γs

c

　ジルコニア酸化物膜の膜厚にかかわらず、測定される表面自由エネルギーは６８．２ｍ
Ｊ／ｍ2、構成成分である非極性エネルギー、水素結合エネルギー、双極子エネルギーは
、下記表３に示す値となった。
【００６８】



(17) JP 5555204 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

【表３】

【００６９】
（２）最表層の同定および膜厚測定
　下記３．と同様の方法で最表層の同定および膜厚測定を行ったところ、最表層は珪素酸
化物膜であること、その膜厚は５ｎｍであることが確認された。
【００７０】
　後述の例２～例９においても同様の条件および方法で最表層を形成したため、形成され
た最表層の組成、表面性、および膜厚は例１と同様となる。
【００７１】
３．中間層の同定および膜厚の算出
　上記１．（２）で芯部ガラスの表面に形成された中間層の膜厚については、平板ガラス
の一部にマスキングを施し、芯部ガラス上に中間層を形成する際と同一の条件で当該平板
ガラス上に成膜した後、マスクを剥がして、成膜部とマスク部との高さの差を原子間力顕
微鏡（ＡＦＭ）で観察することにより測定された膜厚を、芯部ガラス上に形成された中間
層の膜厚とした。中間層の同定は、上記成膜部において、電子顕微鏡（ＳＥＭ）付属のＸ
線光電子分光分析装置（ＸＰＳ）、またはエネルギー分散型Ｘ線分光法（ＥＤＸ）を用い
て、表面の組成分析を行うことにより実施した。各例において、中間層は下記表４に示す
材料から構成されていること、および下記表４に示す膜厚を有することが確認された。
【００７２】
４．ガラスレンズの作製
　次いで、上記各ガラス素材を図４に示すモールドプレス成形装置により窒素ガス雰囲気
下でプレス成形した。すなわち、まず成形面にスパッタ法による炭素含有離型膜を形成し
たＳｉＣ製の上下型と、これらの上下型を同軸上に保持する胴型からなる成形型を用い、
上下型で上記ガラス素材ＰＦを挟持するように成形型内にガラス素材を供給した。そして
、雰囲気に非酸化性のＮ2ガスが充満した成形装置のチャンバー内に成形型を投入し、成
形型およびガラス素材ＰＦをガラス素材ＰＦの屈伏点Ｔｓ＋４０℃～屈伏点Ｔｓ－１０℃
の範囲に加熱した。次いで、成形型を１８０～２６０ｋｇ／ｃｍ2で加圧するとともに成
形型を所定の冷却速度で冷却し、成形型の温度が４６０℃になった時点で加圧を終了した
。次いで、成形型を急冷し、１８０℃以下になったところで成形型をチャンバー内から取
り出し、成形型を分解して成形型内のガラス成形体を取り出した。
【００７３】
５．ガラスレンズの評価
　上記４．で使用した成形型を使用した場合、所望の変形量でプレス成形を行うことがで
きれば、得られる成形体は図２に断面形状を示すように光学機能部の周囲に鍔部を有する
形状であり、その外径寸法ｄは１３．００ｍｍ、中心肉厚は１．４０ｍｍであり、プレス
成形による外径の変化率は４７．０％、中心肉厚の変化率が１４．０％となる。
　上記４．で得られた各ガラスレンズの形状を成形装置に組み込まれた肉厚測定装置によ
り測定し中心肉厚が１．４０ｍｍ以下であったものは良品、１．４０ｍｍを超えたものは
不良品と判定し、また成形装置から取り出して外径測定した結果、外径寸法が１３．００
ｍｍ以上であったものは良品、１３．００ｍｍに満たなかったものは不良品と判定し、良
品をＯＫ、不良品をＮＧとして評価した。
【００７４】
［例２］
　中間層形成に使用するターゲットをＢｉとした点を除き、例１と同様の方法でプレス成
形用ガラス素材を得た。得られたプレス成形用ガラス素材について、例１中の３．～５．
と同様の工程を実施した。
【００７５】
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［例３］
　中間層形成に使用するターゲットをＹとした点を除き、例１と同様の方法でプレス成形
用ガラス素材を得た。得られたプレス成形用ガラス素材について、得られたプレス成形用
ガラス素材に対して、例１中の３．～５．と同様の工程を実施した。
【００７６】
［例４］
　中間層形成に使用するターゲットをＬａとした点を除き、例１と同様の方法でプレス成
形用ガラス素材を得た。得られたプレス成形用ガラス素材について、得られたプレス成形
用ガラス素材について、例１中の３．～５．と同様の工程を実施した。
【００７７】
［例５］
　中間層形成に使用するターゲットをＺｎとした点を除き、例１と同様の方法でプレス成
形用ガラス素材を得た。得られたプレス成形用ガラス素材について、得られたプレス成形
用ガラス素材に対して、例１中の３．～５．と同様の工程を実施した。
【００７８】
［例６］
　中間層形成に使用するターゲットをＴｉとした点を除き、例１と同様の方法でプレス成
形用ガラス素材を得た。得られたプレス成形用ガラス素材について、得られたプレス成形
用ガラス素材に対して、例１中の３．～５．と同様の工程を実施した。
【００７９】
［例７］
　中間層形成に使用するターゲットをＣｒとした点を除き、例１と同様の方法でプレス成
形用ガラス素材を得た。得られたプレス成形用ガラス素材について、得られたプレス成形
用ガラス素材に対して、例１中の３．～５．と同様の工程を実施した。
【００８０】
［例８］
　中間層形成に使用するターゲットをＳｉＮとした点を除き、例１と同様の方法でプレス
成形用ガラス素材を得た。得られたプレス成形用ガラス素材について、得られたプレス成
形用ガラス素材に対して、例１中の３．～５．と同様の工程を実施した。
【００８１】
［例９］
　中間層形成に使用するターゲットをＳｉＣとした点を除き、例１と同様の方法でプレス
成形用ガラス素材を得た。得られたプレス成形用ガラス素材について、得られたプレス成
形用ガラス素材に対して、例１中の３．～５．と同様の工程を実施した。
【００８２】
　以上の結果を、下記表４に示す。
【００８３】
【表４】

【００８４】
評価結果
　例１～例４では、中間層膜厚にかかわらずプレス成形により形状不良のない良品を得る
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ことができた。
　一方、例５および例６では、中間層膜厚が５ｎｍ以下において良品を得ることができた
が、例７～９では中間層膜厚にかかわらず良品を得ることはできなかった。
【００８５】
　表４に示す結合半径差は、各例で使用した中間層膜材について、下記表５に示す化学量
論組成の共有結合半径と最表層の膜材である珪素酸化物膜の化学量論組成の共有結合半径
との差分を示したものである。表４に示す結合半径差と評価結果との対応から、前記した
中間層膜材の選定基準および本発明者らの推定する剪断抵抗低減メカニズムの妥当性が確
認できる。
【００８６】
【表５】

【００８７】
Ｂ．最表層表面自由エネルギーの異なる比較例
【００８８】
［例１０～１３］
　最表層成膜時のスパッタガスとして１００％アルゴンを使用した点を除き、例１～例４
と同様の工程を実施し、芯部ガラス上に中間層と最表層が形成されたプレス成形用ガラス
素材を得た。
　例１０で得たプレス成形用ガラス素材について例１と同様の方法で最表層の評価を行っ
たところ、例１と同様に、最表層は珪素酸化物膜であること、その膜厚は５ｎｍであるこ
とが確認された。また、表面自由エネルギーとその構成成分の値は、下記表６に示す通り
であった。例１１～例１３も同様の条件および方法で最表層を形成したため、形成された
最表層の組成、表面性、および膜厚は例１０と同様となる。また、例１０～例１３では、
中間層は例１～例４と同様の条件および方法で形成したため、中間層の組成および膜厚は
、例１～例４と同様となる。
【００８９】
【表６】

【００９０】
　例１０～１３で得たプレス成形用ガラス素材を用いて、例１と同様の方法で光学機能部
の周囲に鍔部を有するガラスレンズを作製した。作製したレンズに透過光を照射し、型と
の融着に起因して発生したと考えられる不良の有無を目視で判定した。不良が確認された
ものを×、不良が確認されなかったものを○と評価した。結果は、下記表７に示すように



(20) JP 5555204 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

例１０～１３で得たガラスレンズでは、中間層の膜厚にかかわらず型との融着が発生した
。これに対し同様の評価を例１～例９で得たガラスレンズについて行ったところ、すべて
のレンズにおいて評価結果は○であった。
【００９１】
【表７】

【００９２】
　例１０～１３で得たプレス成形用ガラス素材を用いて、以下の方法により光学機能部周
囲に鍔部を持たない凸メニスカス形状のガラスレンズを作製した。
　ガラス素材をモールドプレス成形装置により窒素ガス雰囲気下でプレス成形した。具体
的には、まず成形面にスパッタ法による炭素含有離型膜を形成したＳｉＣ製の上下型と、
これらの上下型を同軸上に保持する胴型からなる成形型を用い、上下型で上記ガラス素材
を挟持するように成形型内にガラス素材を供給した。そして、雰囲気に非酸化性のＮ2ガ
スを充満させた成形装置のチャンバー内に成形型を投入し、成形型およびガラス素材をガ
ラス素材の屈伏点Ｔｓ＋４０℃～屈伏点Ｔｓ－１０℃の範囲に加熱した。次いで、成形型
を１８０～２６０ｋｇ／ｃｍ2で加圧するとともに成形型を所定の冷却速度で冷却し、成
形型の温度が４６０℃になった時点で加圧を終了した。次いで、成形型を急冷し、１８０
℃以下になったところで成形型をチャンバー内から取り出し、成形型を分解して成形型内
のガラス成形体を取り出した。成形体の外径寸法ｄは２１．５ｍｍ、中心肉厚は２．６５
ｍｍであり、プレス成形による外径の変化率は２２．２％であり、中心肉厚の変化率は１
８．２％であった。
　次いで、プレス成形体の外周部を研削加工により心取りを行い、φ１８ｍｍの凸メニス
カス形状の非球面ガラスレンズを得た。
　得られたガラスレンズの融着による不良の有無を上記と同様の方法で評価したところ、
下記表８に示すように中間層の膜厚にかかわらず型との融着が発生した。
【００９３】

【表８】

【００９４】
Ｃ．最表層膜厚の異なる比較例
【００９５】
［例１４］
　スパッタ時間を延長し最表層を形成した点を除き、例１と同様の工程を実施し、芯部ガ
ラス上に中間層と最表層が形成されたプレス成形用ガラス素材を得た。
　例１と同様の方法で最表層の評価を行ったところ、上記各例と同様に、最表層は珪素酸
化物膜であること、その膜厚は１５ｎｍであることが確認された。また、表面自由エネル
ギーとその構成成分の値は、例１と同様の値であった。中間層は例１と同様の条件および
方法で形成したため、中間層の組成および膜厚は、例１と同様となる。
　例１４で得たプレス成形用ガラス素材を用いて、例１と同様の方法で光学機能部の周囲
に鍔部を有するガラスレンズを作製した。作製したガラスレンズの形状を例１と同様の方
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法で評価したところ、下記表９に示すように、中間層膜厚にかかわらずすべてのレンズに
おいて評価結果はＮＧであった。
【００９６】
【表９】

【００９７】
　上記実施例と比較例との対比から、本発明によればプレス成形時の変形量が多い場合で
あっても変形不良や融着を起こすことなく、所望形状のガラス成形体を得ることが可能と
なることが確認できる。
【００９８】
Ｄ．スパッタ条件の最表層表面自由エネルギーへの影響の確認
【００９９】
［例１５］
　最表層成膜時のスパッタガスとして、下記表９に示す割合で酸素を含む酸素とアルゴン
との混合ガスを使用した点を除き、例１と同様の工程を実施し、芯部ガラス上に中間層と
最表層が形成されたプレス成形用ガラス素材を得た。
　例１と同様の方法で最表層の表面自由エネルギーを測定した。得られた結果を、例１（
スパッタガス中の酸素導入率１０体積％）および例１０（スパッタガスとして１００％ア
ルゴンガス）で得られた結果とともに、下記表１０に示す。
【０１００】
【表１０】

【０１０１】
　表１０に示す結果から、最表層の珪素酸化物膜の表面自由エネルギーは、スパッタガス
中の酸素導入率を５体積％以上２０体積％未満とすることで７５ｍＪ／ｍ2以下に制御で
きること、および表面自由エネルギーを７５ｍＪ／ｍ2以下に制御できたことは主に水素
結合エネルギーの減少によるものであることが確認できる。
　酸素導入率５体積％、１５体積％、２０体積％の条件で作製したプレス成形用ガラス素
材を用いて例１と同様の方法でプレス成形を行ったところ、酸素導入率５体積％、１５体
積％の条件で作製したプレス成形用ガラス素材を用いた場合には、例１等と同様に成形型
との融着は見られなかったのに対し、酸素導入率２０体積％の条件で作製したプレス成形
用ガラス素材を用いた場合には、例１０等と同様に成形型との融着が発生したことが確認
された。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明は、ガラスレンズ等の光学素子製造分野に有用である。
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